
 

2021年８月３日 

各 位 

会 社 名  未 来 工 業 株 式 会 社 

代表者名   取 締 役 社 長  山 田 雅 裕 

（コード番号7931 東証第一部 名証第一部） 

問合せ先   常 務 取 締 役   中 島  靖 

（ＴＥＬ. 0584－68－1200 ） 

 

（訂正）「主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」等の一部訂正について 

 

Ⅰ．2021年7月27日付「主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」の一部訂正について 

2021年７月27日付で公表した「主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」につき、2019年

５月14日付の当該株主の議決権の数と、2019年９月20日付の株主名簿における順位変動の経緯を明確

にするため、下記のとおり訂正いたします。なお、訂正箇所につきましては下線を付して表示いたして

おります。 

 

記 

 

【訂正前】 

３．当該株主の所有株式数（議決権の数）及び総株主の議決権の数に対する割合 

 議決権の数 

（所有株式数） 

総株主の議決権の 

数に対する割合 
大株主順位 

異動前 

（2019年３月20日現在） 

23,760個 

（2,376,000） 
9.90％ 第３位 

異動後 

（2019年５月14日現在） 

23,760個 

（2,376,000） 
13.21％ 第１位 

（注）1.異動前（2019年３月20日現在）の総株主の議決権の数は、239,763個であります。 

2.異動後（2019年５月14日現在）の総株主の議決権の数は、179,763個であります。 

3.総株主の議決権の数に対する割合は、小数点以下第三位を切り捨てしております。 

4.大株主順位は、2019年３月20日現在の株主名簿に基づいた順位を記載しております。 

5.現時点（2021年３月20日現在）での当該株主の議決権の数は23,760個、総株主の議決権の数

に対する割合は13.21％であります。 

【訂正後】 

３．当該株主の所有株式数（議決権の数）及び総株主の議決権の数に対する割合 

 議決権の数 

（所有株式数） 

総株主の議決権の 

数に対する割合 
大株主順位 

異動前 

（2019年３月20日現在） 

23,760個 

（2,376,000） 
9.90％ 第３位 

異動後 

（2019年５月14日現在） 

23,760個 

（2,376,000） 
13.21％ 第３位 



（注）1.異動前（2019年３月20日現在）の総株主の議決権の数は、239,763個であります。 

2.異動後（2019年５月14日現在）の総株主の議決権の数は、179,763個であります。 

3.総株主の議決権の数に対する割合は、小数点以下第三位を切り捨てしております。 

4.大株主順位は、2019年３月20日現在の株主名簿に基づいた順位を記載しております。 

5.現時点（2021年３月20日現在）での当該株主の議決権の数は23,760個、総株主の議決権の数

に対する割合は13.21％であります。 

6.大株主順位第１位及び第２位の株主（信託口）の株式は、信託業を営む者が信託財産とし

て所有する株式であり、同社が筆頭株主となります。その後、2019年９月20日の株主名簿に

おいて、上位２社の信託口の持ち分が減少したため、同社が大株主順位で第１位となってお

ります。 

以  上 

 

 

Ⅱ．2014年12月17日付「主要株主の異動及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知らせ」の一

部訂正について 

2014年12月17日付で公表した「主要株主の異動及び主要株主である筆頭株主の異動に関するお知ら

せ」において、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）の株式は信託業を営む者が信託

財産として所有する株式であり主要株主でないと判断したため、下記のとおり訂正いたします。なお、

訂正箇所につきましては下線を付して表示いたしております。 

 

記 

 

【訂正前】 

１．異動が生じた経緯 

当社の主要株主及び主要株主である筆頭株主の山田昭男氏が平成26年７月30日に逝去されたことに

伴い、相続人代表である山田妙子氏より平成26年12月16日に当社普通株式を相続した旨の報告を受けま

した。当該相続により、山田昭男氏は、当社の主要株主及び主要株主である筆頭株主に該当しないこと

となり、第２位の大株主である日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口）が主要株主であ

る筆頭株主に該当することとなりました。 

２．当該株主の名称等 

（１）新たに主要株主である筆頭株主になる株主の概要 

（１） 名称 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 

（２） 所在地 東京都中央区晴海一丁目８番11号 

（３） 代表者の役職・氏名 取締役社長 奥野博章 

（４） 事業内容 資産管理 

（５） 資本金 510億円 

（２）主要株主及び主要株主である筆頭株主に該当しなくなる株主の概要 

（１） 氏名 山田昭男 

（２） 住所 岐阜県大垣市 

 



３．異動前後における当該株主の所有する議決権の数(所有株式数)及び総株主の議決権の数に対する割合 

（１）日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社（信託口） 

 
議決権の数 

(所有株式数) 

総株主の議決権の 

数に対する割合 ※１ 

大株主順位 

※２ 

異動前 
41,433 個 

(4,143,300 株) 
16.79％ 第２位 

異動後 
41,433 個 

(4,143,300 株) 
16.79％ 第１位 

（２）山田昭男 

 
議決権の数 

(所有株式数) 

総株主の議決権の 

数に対する割合 ※１ 

大株主順位 

※２ 

異動前 
44,706 個 

(4,470,669 株) 
18.12％ 第１位 

異動後 － － － 

※１ 総株主の議決権の数に対する割合は、直近で判明しうる平成26年９月20日現在の総株主の

議決権の数246,766個により算出しております。(当該総株主の議決権数は、発行株式総数

25,607,086株より議決権を有しない株式数930,486株を控除して算出しております。) 

※２ 大株主順位につきましては、平成26年９月20日現在の株主名簿に基づいております。 

 

【訂正後】 

１．異動が生じた経緯 

当社の主要株主である筆頭株主の山田昭男氏が平成26年７月30日に逝去されたことに伴い、相続人代

表である山田妙子氏より平成26年12月16日に当社普通株式を相続した旨の報告を受けました。当該相続

により、山田昭男氏は、当社の主要株主である筆頭株主に該当しないこととなりました。 

２．当該株主の名称等 

主要株主である筆頭株主に該当しなくなる株主の概要 

（１） 氏名 山田昭男 

（２） 住所 岐阜県大垣市 

３．異動前後における当該株主の所有する議決権の数(所有株式数)及び総株主の議決権の数に対する割合 

 
議決権の数 

(所有株式数) 

総株主の議決権の 

数に対する割合 ※１ 

大株主順位 

※２ 

異動前 
44,706 個 

(4,470,669 株) 
18.12％ 第１位 

異動後 － － － 

※１ 総株主の議決権の数に対する割合は、直近で判明しうる平成26年９月20日現在の総株主の

議決権の数246,766個により算出しております。(当該総株主の議決権数は、発行済株式総

数25,607,086株より議決権を有しない株式数930,486株を控除して算出しております。) 

※２ 大株主順位につきましては、平成26年９月20日現在の株主名簿に基づいております。 

以  上 


